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2025-08    VAT還付請求否認による再考願い手続きについて

１．提出先及び提出期限

・本局扱いのもの　：　局長承認

・地方統括署（RO）扱いのもの　：　地方統括署長承認

・提出期限　：　否認通知受領日から15日以内（期限後の受付不可）

・承認期限　：　再考願い受領日から15日以内

２．再考願いの内容及び様式

　　　添付必要書面として、以下を掲げています。

　　　　・代理権限証書　　・還付請求書の写し（受領印付き）　・否認通知書

の写し　　・還付請求書に添付したチェックリスト　　・還付請求書に添付した

証拠書面一式

３．上記要件を満たさない再考願いは、否認の十分な根拠となる。

４．再考願いに対する審査

再考願書受領の日から15日以内に決定する

５．再考願い承認の効果

再考願い承認決定日から20日以内に還付しなければならない

６．再考願いの取り下げ

取り下げは、否認通知の受領日から15日経過した日において、その否認通知が

最終確定したものとされる。

７．租税裁判所への提訴

否認決定通知から30日以内又は再考願いの審査期間15日経過後に提訴することができる

ジャパンデスク　　清水　麻利　

（英語・タガログ語⇔日本語翻訳業務担当）

　CREATE MORE法により新設された、INPUT VAT還付請求に係る手続規定のIRRとな

るものです。2025年4月1日以降に提出された還付請求に適用されます。


